
告

示 

埼
玉
県
告
示
第
五
百
三
十
九
号 

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
及
び
第
五
十
五
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
医
療
扶
助
並
び
に
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し

た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十

号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
四
十
九
条
及
び

第
五
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
医
療
を
担
当
す
る
機
関
又
は
施
術

を
担
当
す
る
機
関
と
し
て
、
次
の
者
を
指
定
し
た
。 

 
 

令
和
五
年
四
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕
上 

一 

指
定
医
療
機
関 

杉
ハ
ー
ト
ク
リ
ニ
ッ

ク 所
沢
い
そ
の
ク
リ
ニ

ッ
ク 

せ
き
ね
耳
鼻
咽
喉
科

ク
リ
ニ
ッ
ク 

医
療
法
人
社
団
ナ
イ

ズ 

キ
ャ
ッ
プ
ス
ク

リ
ニ
ッ
ク
草
加
松
原 

医
療
法
人
社
団 

豊

栄
会 

松
伏
眼
科
ク

リ
ニ
ッ
ク 

こ
ぶ
し
耳
鼻
咽
喉
科

ク
リ
ニ
ッ
ク 

名 
 

称 

杉 

佳
紀 

磯
野 

誠 

関
根 

大
喜 

医
療
法
人
社
団
ナ

イ
ズ 

医
療
法
人
社
団
豊

栄
会 

石
毛 

達
也 

開 

設 

者 

名 

飯
能
市
中
山
三
四
一
―
一 

所
沢
市
東
所
沢
二
―
二
四
―
八 

和
光
市
本
町
六
―
五
和
光
エ
イ
ノ

ビ
ル
四
―
Ｃ 

草
加
市
松
原
三
―
三
―
一 

二

階 北

飾
郡
松
伏
町
上
赤
岩
八
四

一
―
一
―
二 

八
潮
市
大
瀬
五
丁
目
一
―
一
五 

Ｓ
Ａ
Ｉ
Ｙ
Ｕ 

三
ｒ
ｄ 
Ｖ
Ｉ
Ｌ

Ｌ
Ａ
Ｇ
Ｅ 

二
階 

所 
 

在 
 

地 

令
和
五
年
四
月

一
日 

令
和
五
年
四
月

一
日 

令
和
五
年
四
月

一
日 

令
和
五
年
四
月

一
日 

令
和
五
年
四
月

一
日 

令
和
五
年
三
月

一
日 

指

定

年

月

日 



は
ぎ
わ
ら
薬
局 

ア
イ
薬
局 

ふ
れ
あ
い
薬
局 

本

町
店 

ハ
ー
モ
ニ
ー
薬
局
飯

能
中
山
店 

う
さ
ぎ
薬
局 

東
所

沢
店 

ひ
だ
ま
り
薬
局 

草
加
セ
ン
タ
ー
薬
局 

ク
オ
ー
ル
薬
局 

草

加
松
原
店 

か
し
わ
ざ
ハ
ー
ト
薬

局 ク
ニ
サ
キ
薬
局
蕨
東

口
店 

入
間
け
や
き
ク
リ
ニ

ッ
ク 

株
式
会
社
萩
原
薬

局 株
式
会
社
Ｏ
ｂ
ｅ

ｎ
Ｔ
Ｅ
Ｎ 

Ｂ
Ｆ
Ｃ
株
式
会
社 

株
式
会
社
Ｈ
ａ
ｒ

ｍ
ｏ
ｎ
ｙ 

株
式
会
社
美
山 

ひ
だ
ま
り
薬
局
株

式
会
社 

株
式
会
社
ア
イ
ン

フ
ァ
ー
マ
シ
ー
ズ 

ク
オ
ー
ル
株
式
会

社 株
式
会
社
エ
ー
プ

ラ
ン 

有
限
会
社
国
東 

東 

一
成 

深
谷
市
小
前
田
六
二
八
―
一
〇 

ふ
じ
み
野
市
上
福
岡
一
―
一
二
―

一
一
Ｍ
＆
Ｙ
ビ
ル
一
〇
二 

飯
能
市
本
町
一
八
―
五 

飯
能
市
中
山
三
四
一
―
六 

所
沢
市
東
所
沢
二
―
二
四
―
八 

戸
田
市
笹
目
二
―
七
―
二
九 

草
加
市
草
加
三
―
五
―
三
五 

草
加
市
松
原
三
―
三
―
一
ト
ー
ブ

イ
コ
ー
ト
二
階 

上
尾
市
柏
座
一
―
七
―
三
―
一
一

Ｖ
ｉ
ｅ 

Ｎ
ｏ
ｕ
ｖ
ｅ
ｌ
ｌ
ｅ

 

一
〇
一 

蕨
市
塚
越
二
―
六
―
八 

入
間
市
河
原
町
一
―
三
入
間
市
駅

前
ビ
ル
二
〇
七 

令
和
五
年
四
月

一
日 

令
和
五
年
二
月

一
日 

令
和
五
年
四
月

一
日 

令
和
五
年
四
月

一
日 

令
和
五
年
四
月

一
日 

令
和
五
年
四
月

一
日 

令
和
五
年
三
月

一
日 

令
和
五
年
四
月

一
日 

令
和
五
年
四
月

一
日 

令
和
五
年
四
月

一
日 

令
和
五
年
四
月

一
日 



  

二 

指
定
施
術
機
関 

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ

ョ
ン
あ
や
め
熊
谷
上

之 ふ
く
の
き
訪
問
看
護

ス
テ
ー
シ
ョ
ン 

ツ
ク
イ
草
加
訪
問
看

護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン 

わ
お
ん
ナ
ー
ス
久
喜 

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ

ョ
ン
わ
た
ぼ
う
し 

ア
イ
ン
薬
局 
北
本

宮
内
店 

り
お
ん
薬
局
新
座
志

木
店 

株
式
会
社
フ
ァ
ー

ス
ト
ナ
ー
ス 

医
療
法
人
翔
誠
会 

株
式
会
社
ツ
ク
イ 

合
同
会
社
Ｎ
Ｐ
ラ

イ
フ
ケ
ア 

株
式
会
社
Ｃ
Ｏ
Ｎ

Ｆ
Ｉ
Ｄ
Ｅ
Ｎ
Ｔ
Ｉ

Ａ
Ｌ 

株
式
会
社
あ
さ
ひ

調
剤 

株
式
会
社
Ｆ
ｉ
Ｎ

Ｅ 

熊
谷
市
上
之
二
八
六
八
―
三
ク
リ

ス
タ
ル
マ
ン
シ
ョ
ン
二
〇
一
号
室 

戸
田
市
喜
沢
南
二
―
七
―
一
四 

二
階 

草
加
市
高
砂
二
―
一
八
―
一
六
藤

本
ビ
ル
二
階 

久
喜
市
菖
蒲
町
上
大
崎
五
三
九
―

七 所
沢
市
喜
多
町
八
―
六
森
脇
ビ
ル

一
―
Ａ 

北
本
市
宮
内
一
―
二
〇
九 

新
座
市
東
北
二
―
一
四
―
八 

令
和
五
年
三
月

一
日 

令
和
五
年
一
月

一
日 

令
和
五
年
三
月

一
日 

令
和
五
年
三
月

一
日 

令
和
五
年
二
月

一
日 

令
和
五
年
三
月

一
日 

令
和
五
年
四
月

一
日 

植
松 

麻
衣
子 

長
谷
部 

一
憲 

氏 
 

名 

  

住 

所 

ひ
ま
わ
り
接
骨
院 

恵
真
堂
鍼
灸
整
骨

院
東
大
宮
院 

名 
 

称 

施 
 

術 
 

所 

北

飾
郡
杉
戸
町
内
田
四

―
五
―
二
九 

さ
い
た
ま
市
見
沼
区
東
大

宮
五
―
四
一
―
一 

所 

在 

地 

令
和
五
年
四
月

一
日 

令
和
五
年
三
月

一
日 

指

定

年

月

日 



 

上
野 

裕
之 

濱
口 

慶
大 

植
松 

照
旦 

稲
垣 

国
治 

堀
越 

武 

濱

田 

美

代

子 石
田 

武 

若
林 

壯
吉 

齋
藤 

徹
雄 

原 

元
美 

          

ス
ッ
キ
リ
整
骨
院 

訪
問
マ
ッ
サ
ー
ジ

Ｋ
Ｅ
ｉ
Ｒ
Ｏ
Ｗ
豊

島
区
中
央
ス
テ
ー

シ
ョ
ン 

ひ
ま
わ
り 

は
り

き
ゅ
う
院 

結

ぶ

株

式

会

社 

や
わ
ら
ぎ
便
は
り

き
ゅ
う
マ
ッ
サ
ー

ジ
本
院 

訪
問
医
療
マ
ッ
サ

ー
ジ
Ｋ
Ｅ
ｉ
Ｒ
Ｏ

Ｗ
竹
ノ
塚
ス
テ
ー

シ
ョ
ン 

在
宅
マ
ッ
サ
ー
ジ

ひ
ま
わ
り 

朝
霞 

あ
い
の
て
鴻
巣
店 

セ
リ
オ
治
療
院 

さ
い
と
う
鍼
灸
整

骨
院 

原
整
骨
院 

東
京
都
東
村
山
市
野
口
町
一
―

四
六
ワ
ン
ズ
タ
ワ
ー
四
―
一
―

Ａ 東
京
都
豊
島
区
上
池
袋
三
―
四

六
―
二 

北

飾
郡
杉
戸
町
内
田
四
―
五

―
二
九 

川
口
市
栄
町
一
―
一
〇
―
一
〇

―
六
〇
五 

東
京
都
足
立
区
竹
の
塚
四
―
九

―
三
パ
ー
ク
サ
イ
ド
ハ
イ
ム
二

〇
三
号 

朝
霞
市
西
弁
財
一
―
一
四
―
三

―
一
〇
七 

鴻
巣
市
榎
戸
一
―
五
二
―
三 

本
庄
市
寿
一
―
二
一
―
一
一 

飯
能
市
栄
町
一
四
―
一
二 

熊
谷
市
新
堀
八
五
七
―
四 

令
和
五
年
三
月

四
日 

令
和
五
年
三
月

十
五
日 

令
和
五
年
四
月

一
日 

令
和
五
年
三
月

七
日 

令
和
五
年
四
月

一
日 

令
和
五
年
三
月

八
日 

令
和
五
年
五
月

一
日 

令
和
五
年
四
月

一
日 

令
和
五
年
四
月

一
日 

令
和
五
年
一
月

三
日 


